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第１回定期監査結果の報告について 
 

平成１６年８月９日 

日本原燃株式会社 
１．はじめに 

当社品質保証体制の確立に係る改善策の実行を担保するため、６月１０日

に第三者監査機関であるロイド・レジスター・ジャパン（以下､｢LRJ｣とい

う。）と外部監査の契約を行ない、この第１回目の定期監査を７月１２日か

ら７月２３日に受けました。 
 

２．第１回定期監査内容 
第１回定期監査では、当社「再処理施設品質保証体制点検結果報告書（改

訂）(平成１６年３月１７日)」の中で示された「品質保証体制の改善策」に

係る当社改善活動を実施するための仕組み、実施手順等が適切に文書化され、

社内の規定、要領書類等に反映されているかという点についての監査であり、

事前書類審査を７月１２日～１６日、現場監査を７月２０日～２３日のスケ

ジュールで受けました。 
 

３．LRJ の監査結果 
LRJ による監査の結果、今回監査の対象とした当社品質保証体制の改善策

に係る文書化状況については、「わずかな箇所について、記載内容の加筆・

修正を必要とするものの、全体的には十分満足できる適切な文書化が行われ

ていることを確認した」との評価を得ました。 
 

４．監査結果に対する当社評価とコメント事項への対応 
今回の監査を通じ、当社品質保証体制の確立に係る改善策を実行するため

の仕組み、実施手順等がほぼでき上がっていることの評価を客観的な観点か

ら受けることができました。 
今後の品質保証体制改善の進捗状況については、今回のコメント事項に関

する対応状況と併せ、確認・評価を受けることとしています。 
なお、今回の LRJ コメント事項（記載内容の加筆・修正を必要とする箇

所※）については、８月末を目途に必要な修正を行ない、当社品質保証体制

改善の実行をより確実なものにして行く所存です。 
 

関係資料 
① 品質保証体制の改善策に対する第三者監査に関する報告書 

（第１回定期監査：改善策の文書化状況の適切性確認）(平成１６年７月 
 ３０日 ロイド・レジスター・ジャパン) 
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※ 第１回定期監査における LRJ コメント事項 
 
①｢品質保証マネジメント会議運営要則｣の文面からは「 品質保証の考え方

及び安全の重要性について共有と連携を図る。」ということを明確に読み

取れない。 

 

②｢トップマネジメントに係る品質マネジメント運営要則｣において、協力

会社の責任者に対しても「品質方針」を周知するということが、直接的

な表現として確認できなかった。 

 

③企業倫理相談窓口「ダイレクトライン」によせられた事案のうち、当社

施設の安全性や操業に関する事案については、ホームページにて公開す

ることになっているが、公開手順が読み取れないため公開手順の文書化

が望まれる。 

 
以上 




































